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下関市分別収集計画 

                         令和元年６月１２日 

 

 

１ 計画策定の意義 

 快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大

量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成し

ていく必要がある。そのためには、社会を構成する主体がそれぞれの立場でそ

の役割を認識し、履行していくことが重要である。 

本市では「単にごみを燃やし、埋めること」から「循環型社会」への転換を

図っていくため、「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」において、基本理念を

『「みんなで取り組む」資源循環都市 しものせき』と定め、市民・事業者・

行政のパートナーシップ（協働・連携）により、また、「みんな」がそれぞれ

主体となり、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）と、これにリフュー

ズを加えた４つのＲ（以下「４Ｒ」という。）で推進し、循環型の都市を目指

し取り組んでいるところである。 

 本計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以

下「法」という。）第８条に基づいて一般廃棄物の大宗を占める容器包装廃棄

物を分別収集し、本市における容器包装廃棄物の４Ｒを推進し、最終処分量の

削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的な推進方策

を明らかにし、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取

り組むべき方針を示したものである。 

 

 

２ 基本的方向 

 本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

  ①容器包装廃棄物の排出の抑制、再使用の促進を図る。 

  ②徹底した分別の実施により、効率的・効果的なリサイクルを行う。 

  ③市民・事業者・行政の三者が一体となり、資源の有効な利用の確保を図

る。 

 

 

３ 計画期間 

本計画の計画期間は令和２年４月から令和７年３月までの５年間とし、３年

ごとに見直す。 

 

 

４ 対象品目 

 本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス

製容器（無色、茶色、その他）、飲料用紙製容器、段ボール、その他の紙製容

器包装、ペットボトル、白色の発泡スチロール製食品トレイ(以下「白色トレイ」
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という。)、その他のプラスチック製容器包装を対象とする。 

 このうちステーション回収するものは、スチール製容器、アルミ製容器、ガ

ラス製容器、段ボール、ペットボトル、白色トレイを含むその他のプラスチッ

ク製容器包装とする。飲料用紙製容器及びその他の紙製容器包装については、

本市の処理・収集体制をふまえ、引き続き検討するものとする。 

 

 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 

（法第８条第２項第１号） 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

容器包装廃棄物 22,958t 22,717t 22,479t 22,241t 22,008t 

 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

(法第８条第２項第２号) 

（１）容器包装廃棄物の排出抑制とリサイクル活動のＰＲ 

   市民や事業者等に法の趣旨や内容について理解を深めてもらうと共に、

買い物袋持参運動や簡易包装の推進等のＰＲを行い、容器包装廃棄物の排

出抑制や再使用、リサイクルを促進する。 

（２）廃棄物減量等推進審議会 

   学識経験者、市民代表、事業者など２０名で組織し、一般廃棄物の減量

等の重要な施策について審議する。 

（３）クリーンアップ推進員制度 

   一般廃棄物の減量及び適正な処理を目的として、各自治会にクリーンア

ップ推進員を委嘱し、廃棄物の再生利用の推進、家庭系一般廃棄物の適正

な排出の指導、不法投棄の防止、ごみステーションの清潔保持指導等を行

う。 

（４）再資源化推進事業 

一般廃棄物の再資源化と減量化を図るため、自治会、子供会、ＰＴＡ等 

  再資源化推進事業を実施した推進団体に奨励金を交付する。 

（５）ごみダイエットとリサイクル出前講座 

   ごみの減量化やリサイクルについて、市民に一層の理解と関心を持って

もらうように、自治会や学校その他各種グループからの要請に応じて職員

が説明を行う。 

（６）ごみダイエット・リサイクル推進店 

   簡易包装の推進・買い物袋持参運動の推進等、ごみ減量化に取り組む販

売店を募集し、認定した場合、認定書とステッカーを交付し、市報等で紹
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介する。 

（７）リサイクルプラザの活用 

リサイクルプラザ（しものせき環境みらい館）において様々な情報を発

信し、リサイクル活動の拠点として市民の理解を深める。 

（８）レジ袋無料配布中止 

   消費者団体、事業者、行政が協働で県内一斉に「レジ袋の無料配布中止」

に取り組み、市内では食品スーパーを中心とし取り組みを行う。 

（９）資源ごみの有料化 

   資源ごみ（びん・缶、プラスチック製容器包装、ペットボトル）の有料

指定ごみ袋制の導入により、ごみの減量化を図る。 

（10）その他 

親子リサイクル教室やごみ処理施設の見学など環境に関して学ぶ機会を

設け、市民の理解を深める。 

 

 

７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄

物の収集に係る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

 ごみ処理施設の処理能力等を勘案し、分別収集する容器包装廃棄物の種類を

下表左欄、収集機材並びに市民の協力等を勘定し、収集に係る分別の区分は下

表右欄のとおりとする。 

 

分別収集する容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
缶 

主として    無色のガラス製の容器 

ガラス製    茶色のガラス製の容器 

の容器     その他のガラス製の容器 

びん 

主としてポリエチレンテレフタレート(ＰＥＴ)製の

容器であって飲料、しょうゆ等を充てんするための

もの 

ペットボトル 

主として段ボール製の容器 古紙 

主としてプラスチック製の容器包装であってペット

ボトル以外のもの 
プラスチック製容器包装 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量

及び法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み 

(法第８条第２項第４号) 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

主としてスチール製

の容器 261ｔ 259ｔ 256ｔ 253ｔ 251ｔ 

主としてアルミ製の

容器 324ｔ 321ｔ 317ｔ 314ｔ 311ｔ 

無色のガラス製容器 

（合計） 

131ｔ 
（合計） 

129ｔ 
（合計） 

128ｔ 
（合計） 

127ｔ 
（合計） 

125ｔ 

(引渡量) 

131ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

129ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

128ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

127ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

125ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

茶色のガラス製容器 

（合計） 

288ｔ 
（合計） 

285ｔ 
（合計） 

282ｔ 
（合計） 

279ｔ 
（合計） 

276ｔ 

(引渡量) 

288ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

285ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

282ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

279ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

276ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

その他のガラス製容

器 

（合計） 

173ｔ 
（合計） 

171ｔ 
（合計） 

170ｔ 
（合計） 

168ｔ 
（合計） 

166ｔ 

(引渡量) 

173ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

171ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

170ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

168ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

166ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

主として段ボール製

の容器 746ｔ 738ｔ 730ｔ 723ｔ 715ｔ 

主としてポリエチレ

ンテ レフ タ レート

（PET）製の容器であ

って飲料又はしょう

ゆその他主務大臣が

定める商品を充てん

するためのもの 

（合計） 

337ｔ 
（合計） 

334ｔ 
（合計） 

330ｔ 
（合計） 

327ｔ 
（合計） 

324ｔ 

(引渡量) 

 

337ｔ 

(独自処理量) 

 

ｔ 

(引渡量) 

 

334ｔ 

(独自処理量) 

 

ｔ 

(引渡量) 

 

330ｔ 

(独自処理量) 

 

ｔ 

(引渡量) 

 

327ｔ 

(独自処理量) 

 

ｔ 

(引渡量) 

 

324ｔ 

(独自処理量) 

 

ｔ 

主としてプラスチッ

ク製の容器包装であ

って上記以外のもの 

（合計） 

1,708ｔ 
（合計） 

1,690ｔ 
（合計） 

1,672ｔ 
（合計） 

1,655ｔ 
（合計） 

1,637ｔ 

(引渡量) 

1,708ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

1,690ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

1,672ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

1,655ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

1,637ｔ 
(独自処理量) 

ｔ 

 

（うち白

色 ト レ

イ） 

（合計） 

ｔ 

（合計） 

ｔ 

（合計） 

ｔ 

（合計） 

ｔ 

（合計） 

ｔ 

(引渡量) 

ｔ 

(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

ｔ 

(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

ｔ 

(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

ｔ 

(独自処理量) 

ｔ 

(引渡量) 

ｔ 

(独自処理量) 

ｔ 
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量

及び法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方

法 

 

特定分別基準適合物等の量及び法第２条第６項に規定する主務省令で定める

物の量の見込み 

  ＝ 平成３０年度の分別基準適合物等の引渡量 × 人口変動率 

 

平成３０年度の分別基準適合物等の引渡量のうち、スチール製容器、アルミ

製容器、ガラス製容器（無色、茶色、その他）、段ボール、ペットボトル及び

プラスチック製容器包装については、すべて下関市全域での引渡量とし、それ

ぞれの実績量とする。 

 

 人口変動率は、トレンド法により算定した各年度の推計人口の人口変動率に

対し、平成３０年度末住民基本台帳人口（262,255人）を基準に、次のとおり

設定した。 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

256,906人 

(平成 30年度比) 

97.96％ 

254,209人 

(平成 30年度比) 

96.93％ 

251,540人 

(平成 30年度比) 

95.91％ 

248,900人 

(平成 30年度比) 

94.91％ 

246,287人 

(平成 30年度比) 

93.91％ 

※上表中、平成３０年度比人口変動率は算定に用いた値の小数点第３位を四捨

五入したものを表示している。 
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１０ 分別収集を実施する者に関する基本的な事項(法第８条第２項第５号) 

 分別収集は、下関地区においては直営収集及び委託収集、菊川・豊田・豊浦・

豊北地区については委託収集により行う。 

 

表 10-1 分別収集の実施主体 

容器包装廃棄物の種類 
収集に係る    

分別の区分 
収集・運搬段階 選別・保管等段階 

スチール製容器 

アルミ製容器 

自治会や市民団体等による集団回収を行い、各自で業者等

に依頼し、処理する。 

びん・缶 

市または委託業

者による定期収

集 

市 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

ペットボトル ペットボトル 

白色トレイを含むその他

プラスチック製容器包装 

プラスチック製容

器包装 

段ボール 

古紙 

(同時に新聞紙・雑誌

類の収集有り) 

買取業者 

自治会や市民団体等による集団回収を行い、各自で業者等

に依頼し、処理する。 
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１１ 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項 

(法第８条第２項第６号) 

下関・菊川・豊田地区においては、段ボール以外はすべてリサイクルプラザ

で選別・圧縮・保管し、段ボールについては、買取業者による選別・圧縮・梱

包等処理又は委託処理を行う。 

 豊浦・豊北地区においては、一旦すべてクリーンセンター響に搬入・保管し、

段ボール以外はリサイクルプラザに移送する。段ボールについては、買取業者

が引き取り、自らの施設又は提携先・売却先の施設で圧縮・梱包等処理する。 

 

 

表 11-1 分別収集の用に供する施設総括表 

分別収集する容器包装

廃棄物の種類 

収集に係る分別

の区分 
収集容器 収集車 中間処理 

スチール製容器 

びん・缶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定ごみ袋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パッカー車 

オープン車 

ダンプ 

軽トラック 

リサイクルプ

ラザ 

アルミ製容器 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

ペットボトル ペットボトル 

白色トレイを含むその

他のプラスチック製容

器包装 

プラスチック製

容器包装 

段ボール 

古紙 

(同時に新聞紙・

雑誌類の収集有

り) 

 

 

 

束ねる場合

は紐で縛る 

買取業者又は

クリーンセン

ター響 
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表 11-2 分別収集の用に供する施設（排出段階） 

施設の種別 

対象とする容器包

装廃棄物等の種

類・量等 

施設等の仕様(形状、形

式、能力、数量等)及び整

備計画 

管理主体

等 

参考欄(現有施

設状況) 

【排出段階】 

１．排出容器 

１ ごみ袋 ①缶類 

 ・スチール缶 

 ・アルミ缶 

②びん類 

 ・無色 

 ・茶色 

 ・その他 

③ペットボトル 

④白色トレイを含

むその他プラスチ

ック製容器包装 

指定ごみ袋 

 

  小 18リットル 

  中 30リットル 

  大 45リットル 

 
市 

・資源ごみとし

て収集、リサイ

クルプラザ又は

クリーンセンタ

ー響に搬入。 

⑤段ボール 束ねる場合は紐で縛る 

・古紙として収

集、買取業者又

はクリーンセン

ター響に搬入。 

２．集積場所 

１ ごみス

テーシ

ョン 

①缶類 

 ・スチール缶 

 ・アルミ缶 

②びん類 

 ・無色 

 ・茶色 

 ・その他 

③ペットボトル 

④白色トレイを含

むその他プラスチ

ック製容器包装 

⑤段ボール 

各ごみステーションによ

る 
自治会等 
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表 11-3 分別収集の用に供する施設（運搬段階） 

施設の種別 

対象とする容器包

装廃棄物等の種

類・量等 

施設等の仕様(形状、形

式、能力、数量等)及び整

備計画 

管理主体

等 

参考欄(現有施

設状況) 

【運搬段階】 

１．車輌 

１ パッカ

ー車  

①缶類 

 ・スチール缶 

 ・アルミ缶 

②びん類 

 ・無色 

 ・茶色 

 ・その他 

③ペットボトル 

④白色トレイを含

むその他プラスチ

ック製容器包装 

⑤段ボール 

(仕様) 

(下関地区) 

3ｔパッカー車  32台 

2ｔパッカー車  56台 

3ｔダンプ     1台 

2ｔダンプ    14台 

1ｔダンプ     7台 

軽トラック    8台 

 

(菊川地区) 

5ｔパッカー車   3台 

3ｔパッカー車   1台 

2ｔダンプ     3台 

 

(豊田地区) 

6ｔパッカー車   1台 

5ｔパッカー車    4台 

3ｔパッカー車    1台 

4ｔコンテナ車    1台 

2ｔダンプ      2台 

1ｔダンプ     1台 

 

(豊浦地区） 

3ｔパッカー車   4台 

2ｔダンプ     1台 

 

(豊北地区) 

4ｔパッカー車   1台 

3ｔパッカー車   1台 

2ｔパッカー車   1台 

3ｔダンプ     1台 

2ｔダンプ        1台 

軽トラック    1台 

市又は市

委託業者 
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表 11-4 分別収集の用に供する施設（中間処理・保管段階） 

施設の種別 

対象とする容器包

装廃棄物等の種

類・量等 

施設等の仕様(形状、形式、能力、

数量等)及び整備計画 

管 理

主 体

等 

参考欄(現

有 施 設 状

況) 

【中間処理・保管段階】 

１．リサイクルプラザ 

１ 選別・

圧縮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①缶類 

 ・スチール缶 

 ・アルミ缶 

②びん類 

 ・無色 

 ・茶色 

 ・その他 

③ペットボトル 

 

 

 

 

 

④白色トレイを含

むその他プラスチ

ック製容器包装 

(仕様) 

主要機器 

ベルトコンベア・破袋除袋機 

磁力選別機・風力選別機・びん類

自動色選別機・金属圧縮機 

能力 26.01ｔ/日 

 

(仕様) 

主要機器 

ベルトコンベア・破袋除袋機 

圧縮梱包機 

能力 0.84ｔ/日 

 

(仕様) 

主要機器 

ベルトコンベア・破袋機・手選別

ライン磁選機・圧縮梱包機 

能力 21.54ｔ/日 

市 

 

２ ストッ

クヤー

ド 

 

 

 

 

 

 

 

①缶類 

 ・スチール缶 

 ・アルミ缶 

②びん類 

 ・無色 

 ・茶色 

 ・その他 

③ペットボトル 

④白色トレイを含

むその他プラスチ

ック製容器包装 

⑤段ボール 

(仕様) 

形状：屋根付ストックヤード 

4.5ｍ×7.5ｍ＝33.75㎡ 

4.5ｍ×7.5ｍ＝33.75㎡ 

 

5.5ｍ×7.5ｍ＝41.25㎡ 

5.5ｍ×7.5ｍ＝41.25㎡ 

6ｍ×7.5ｍ＝45㎡ 

4ｍ×7.5ｍ＝30㎡ 

18ｍ×7.5ｍ＝135㎡ 

 

 

1ｍ×7.5ｍ＝7.5㎡ 

市 
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２．クリーンセンター響 

１ ストッ

クヤー

ド 

 

 

①段ボール 

 

(仕様) 

10ｍ×10ｍ＝100㎡ 

 
市 

 

 


